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『当たり前』になるインスペクションと    

あなたはどう向き合うか？ 

理事 事務局長 栃木 渡 
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協会に寄せられる問い合わせ 

・インスペクションって何？ 

 どうするの？ 

・色々な資格があるけど 

 何が違うの？ 

・資格を取って 

  商売になるの？ 

・建築士じゃ無いと 

  インスペクションは出来ないのでは？ 
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実際の不具合 
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実際の不具合 
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実際の不具合 
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私たちの理念と目的 

私たちの理念は 

日本の「人と住まいのより幸せな関係を追求し 

その思想を世の中に広めること」です。 

「ホームインスペクション（住宅診断）」とは 

住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期 

おおよその費用などを見きわめ、アドバイスを行う専門業務です。 

ホームインスペクター（住宅診断士）は住宅の「かかりつけのお医者さん」です。 

当協会は 

生活者がホームインスペクションを利用し、より安全に、安心して納得できる 

住宅売買に臨めるように 

ホームインスペクションの技術基準・ホームインスペクターの行動基準等を 

定めています。 
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機器を使った二次診断 

サーモ・超音波など 
精密・専門診断 

シロアリ 

ガスクロ（シックハウス、土壌） 

アスベスト 

 

瑕疵保険調査 

既存住宅状況調査 

限られた部分の限られた調査 

建物全般の調査 

 町医者 

総合病院の 

精密検査・診断 

専門外来 

法定健康診断 

保険契約の為の 

加入前検査 

 
目視中心で行う建物全体の一次診断（総合診断） 

JSHIの考えるホームインスペクション 
 

全てがホームインスペクション 

公認ホームインスペクター 

赤外線建物診断技能師 

等の民間資格 

法律で定められた制度なので、 

国家資格としての建築士（既存住宅状況調査技術者）が必要 

保険業務に関しては加えて、各保険会社との契約が必要 

専門性 

法
定 

公認ホームインスペクター 
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Q1 

インスペクションって何？どうするの？ 

 A1 

まずはインスペクションの定義を整理しましょう。 

 

既存住宅状況調査とホームインスペクションは 

根本的に違います。 

 

いわゆる、ホームインスペクションは 

住宅（建物全般）の全般を検査診断するという広い概念。 

 

既存住宅状況調査（瑕疵保険加入検査）は 

法的・制度的な位置づけとして 

住宅を部分的に検査する業務。 
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改正宅建業法上のインスペクション（既存住宅状況調査） 
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既存住宅状況調査の具体 
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改正宅建業法上のインスペクション（既存住宅状況調査） 
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Q2 

色々な資格があるけど、何が違うの？ 

建築士じゃ無いとインスペクションは出来ないのでは？ 

A2 

公認ホームインスペクター試験に関しては 

原則、受験の為の資格要件はありません。 

あくまで、民間の資格として 

それぞれがお持ちのインスペクションスキルを 

対外的に担保するための資格です。 

 

また、建築士資格を所持していなくとも 

ホームインスペクションを行う事に何の違法性も 

ありません。 
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日本ホームインスペクターズ協会HPより 平成24年 
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国交省 インスペクションガイドラインについて 
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建築士が必須要件では無い 

平成25年6月 国土交通省 

建築士以外でも可能 
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能力を所持している事を対外的に担保する為の公認ホームインスペクター試験 

平成25年6月 国土交通省 
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国交省 HP より 

既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士（既存住宅状況調査技術者）は、   
国が定めた「既存住宅状況調査方法基準」に従い、既存住宅の調査を行うこととなります。 

 

※既存住宅状況調査は、建築士法上の建築物の調査に該当するため、 

  建築士法第23条により、他人の求めに応じ報酬を得て調査業務を行う際は、        

  建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければなりません。 
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Q3 

資格を取って商売になるの？ 

 

 
A3 

あなたのスキル次第です。 

どんな資格（商売）でも、資格を持っているから・・ 

という理由だけでは業務依頼はありません。 

飲食の繁盛店・貧乏店の違いと一緒です。 

美味しくて、気持ちが良く、評判のいいお店は繁盛する。 

繁盛しているお店は多少高くても許される。 

業態が違っても同じです。 

考えていてもお客様は来店しません。 

まずは店を構える事です。 

知識が得られるメリットはあっても 

リスクはほとんど有りません。 
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ホームインスペクションを入り口として拡がる業務の一例 

 

・売主、買主 依頼の中古住宅売買に伴うインスペクション 

・工務店からの依頼 

・建築主からの依頼（工事中、内覧） 

・紛争案件の意見書等（裁判資料）作成 

・収益物件調査 

・個別の不具合調査 

  漏水、地盤沈下、交通事故、落雪事故、、、、、 

・デュ―デリジェンス（テクニカルレポート） 

・特建定期報告 

・耐震証明 → 瑕疵保険 
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資格を取って商売になるの？ 

20 

売主依頼（あっせん）の既存住宅状況調査 都市部では大手仲介が寡占、地方都市・郡部では・・・ 

買主依頼（あっせん）の既存住宅状況調査 契約が成立しないと報酬が発生しない 

買主の内覧立会 不安に思っている買主は一定数存在 

瑕疵保険関連 保険会社との関係 

収益賃貸の売買 買主（リテラシーの高い）側の依頼・規模が大きい 

新築内覧同行 買主（リテラシーの高い）側の依頼 

トラブル案件（新築） 施工者側・発注者側 共に需要あり 

トラブル案件（中古） 法的な知識と経験が必要 

個別相談 

寒い・耐震・漏水 など 信頼を得れば改修相談も 

地域№1になるための戦略が必要 

広い間口と柔軟性 



Q4 

インスペクションの結果建物の不具合が見つかった場合
どのように説明するのか？ 

またその場合の注意事項は？ 

A4 

事実をありのままに。 

それだけです。 

但し、持っている知見によって 

様々な技術的アドバイスはします。 

 

どんなアドバイスが出来るか？ 

それがホームインスペクションの肝です。 
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ジャパンホームシールドHPより 

既存住宅状況調査 

報告書の一例 

 

 

基本的には法律で 

定められた 

事項事象の有無を 

報告するだけ 
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日本ホームインスペクターズ協会HPより 

ホームインスペクションのチェック項目の一例 
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日本ホームインスペクターズ協会HPより 

ホームインスペクション 

報告書の一例 

 

原則 「写真」と「コメント」を
つける 

 

このコメントが 

それぞれのインスペクタの 

腕の見せ所であり「肝」 
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Q5 

ＪＳＨＩの会員になると 

どんなメリットがあるのか？ 

A５ 

ちょっと威張れます。 

つまり、対外的に自分の能力を担保できます。 

そして報告書フォーマットが無料で使え 

様々な情報も入手できます。 

おそらく、仲間も出来ます。 

依頼者に対しての責任として 

現場で物損事故を起こした場合や 

見落としにかかる損害賠償請求に対応する 

団体保険に加入して頂きます。 
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機器を使った二次診断 

サーモ・超音波など 
精密・専門診断 

シロアリ 

ガスクロ（シックハウス、土壌） 

アスベスト 

 

瑕疵保険調査 

既存住宅状況調査 

限られた部分の限られた調査 

建物全般の調査 

 町医者 

総合病院の 

精密検査・診断 

専門外来 

法定健康診断 

保険契約の為の 

加入前検査 

 
目視中心で行う建物全体の一次診断（総合診断） 

JSHIの考えるホームインスペクション 
 

全てがホームインスペクション 

公認ホームインスペクター 

赤外線建物診断技能師 

等の民間資格 

法律で定められた制度なので、 

国家資格としての建築士（既存住宅状況調査技術者）が必要 

保険業務に関しては加えて、各保険会社との契約が必要 

専門性 

法
定 

公認ホームインスペクター 
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日本の住まいの安心・安全のために 


